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則
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る
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約　

課
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一

告

示
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家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
の
防
止
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家
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縦
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岸
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岸
保
全
区
域
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
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縦
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更
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図
書
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写
し
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縦
覧
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件
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三

〇
平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様

式
）
の
一
部
改
正�

（
契　

約　

課
）　
　

三

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
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工
事
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了�

（
建
築
宅
地
課
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三

企

業

局

〇
企
業
局
処
務
規
程
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一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
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育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催�

四

公
安
委
員
会

〇
技
能
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定
員
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教
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審
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の
実
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に
つ
い
て�

四

規

則

　

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
九
号

　
　
　
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
十
分
の
五
」
を
「
十
分
の
四
・
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
建
設
工
事
執
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

　

令
和
四
年
五
月
十
三
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号
で
指
定
し
た
家
畜
、
又
は
そ
の
死
体
若
し
く
は
家
畜
伝

染
病
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
の
移
動
、
移
入
及
び
移
出
の
禁
止
区
域
を
解
除
し
た
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
吉
田
東
部
１
期
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
六
月
十
三
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
百
四

十
三
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾
沿

岸

小
網
倉
漁

港
海
岸

小
網
倉
地

区
海
岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ナ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
イ
点
と
ナ

点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点　

石
巻
市
小
網
倉
浜
戸
根
入
道
下
三
地
先
の
二
級
基
準
点

イ
点�　

基
点
Ａ
点
か
ら
一
二
九
度
〇
三
分
〇
七
秒
二
二
二
・
四
七
四

メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点�　

イ
点
か
ら
二
六
四
度
一
二
分
五
七
秒
四
六
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ハ
点�　

ロ
点
か
ら
二
七
三
度
四
九
分
二
三
秒
二
一
〇
・
九
〇
九
メ
ー
ト

ル
の
地
点

ニ
点�　

ハ
点
か
ら
二
〇
六
度
五
〇
分
二
五
秒
一
五
五
・
六
二
六
メ
ー
ト

ル
の
地
点

ホ
点�　

ニ
点
か
ら
二
九
六
度
五
〇
分
二
五
秒
一
九
・
八
二
二
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ヘ
点�　

ホ
点
か
ら
二
一
六
度
五
一
分
〇
〇
秒
六
・
九
二
八
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ト
点�　

へ
点
か
ら
一
九
五
度
二
〇
分
四
一
秒
二
・
四
六
四
メ
ー
ト
ル
の

地
点

チ
点�　

ト
点
か
ら
二
八
五
度
二
一
分
二
一
秒
二
・
七
九
一
メ
ー
ト
ル
の

地
点

リ
点�　

チ
点
か
ら
一
九
八
度
〇
七
分
二
九
秒
七
・
二
三
九
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヌ
点�　

リ
点
か
ら
一
五
九
度
一
二
分
四
九
秒
四
・
三
三
九
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ル
点�　

ヌ
点
か
ら
二
〇
〇
度
五
〇
分
五
八
秒
三
・
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヲ
点�　

ル
点
か
ら
一
四
九
度
三
五
分
〇
七
秒
三
・
七
二
三
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ワ
点�　

ヲ
点
か
ら
一
七
三
度
三
〇
分
三
一
秒
五
・
一
四
八
メ
ー
ト
ル
の

地
点

カ
点�　

ワ
点
か
ら
二
〇
八
度
二
六
分
〇
八
秒
四
・
二
三
四
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヨ
点�　

カ
点
か
ら
二
〇
六
度
五
〇
分
二
五
秒
一
四
・
九
五
五
メ
ー
ト
ル

　
　

の
地
点

タ
点�　

ヨ
点
か
ら
二
八
五
度
二
一
分
一
一
秒
四
五
・
八
三
五
メ
ー
ト
ル

の
地
点

レ
点�　

タ
点
か
ら
二
八
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
〇
五
・
六
六
五
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ソ
点�　

レ
点
か
ら
六
六
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
八
四
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ツ
点�　

ソ
点
か
ら
九
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
七
七
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ネ
点�　

ツ
点
か
ら
三
四
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
八
三
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ナ
点�　

ネ
点
か
ら
九
九
度
四
七
分
二
九
秒
二
一
・
九
三
四
メ
ー
ト
ル
の

地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
石
巻
市
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾
沿

岸

小
網
倉
漁

港
海
岸

小
網
倉
地

区
海
岸

　

令
和
四
年
六
月
十
日
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号
に
よ
り
海
岸
保

全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
石
巻
市
小
網
倉
浜
地
内
の
小
網
倉
漁
港
海
岸

保
全
区
域
の
う
ち
小
網
倉
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

馬
籠
志
津
川

線

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
午
王
野
沢
七
番
一
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

六
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号
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大
和
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称

　
　
　

九
・
七
・
一
号　

海
岸
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

富
谷
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称

　
　
　

成
田
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

大
和
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

様
式
第
一
号
の
第
三
十
七
条
第
五
項
中
「10分

の
６

」
を
「10分

の
5.5

」
に
改
め
、
同
様
式
の
第
三
十
八
条
第
三

項
中
「10分

の
７

」
を
「10分

の
6.5

」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「10分

の
６

」
を
「10分

の
5.5

」
に
、「10分

の
８

」

を
「10分

の
7.5

」
に
改
め
る
。公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
ゆ
り
が
丘
四
丁
目
十
番
三

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
四
番
五
号

�

ア
ー
ル
ラ
ン
ド
開
発
株
式
会
社　
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企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
八
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

　
　
　
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
長
及
び
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
長
の
項
第
六
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五

項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
四
年
六
月
十
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

一　

日　

時　

令
和
四
年
六
月
十
三
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

第
一
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６４号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
４
年
６
月
10日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

（
中
型
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
け
ん
引
自

動
車
を
除
く
）

令
和
４
年
７
月
11日
か
ら

令
和
４
年
８
月
31日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

新
た
に
他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資

格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し

よ
う
と
す
る
者

（
中
型
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
け
ん
引
自

動
車
を
除
く
）

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
令
和
３
年
、
令
和
４
年
度
自
動
車
安
全

運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等

に
よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
４
年
６
月
10日
（
金
）
か
ら
令
和
４
年
６
月
17日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所
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仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
４
年
６
月
10日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601


